
６　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算

機能訓練体
制加算

個別機能訓
練加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 577 単位）

要支援１ （ 465 単位）

要支援２ （ 577 単位）

要支援１ （ 437 単位）

要支援２ （ 543 単位）

要支援１ （ 437 単位）

要支援２ （ 543 単位）

要支援１ （ 543 単位）

要支援２ （ 660 単位）

要支援１ （ 543 単位）

要支援２ （ 660 単位）

要支援１ （ 512 単位）

要支援２ （ 636 単位）

要支援１ （ 512 単位）

要支援２ （ 636 単位）

　：　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

注

イ　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
  　<従来型個室>

×９７／１００ ×７０／１００ ×７０／１００

（二）　単独型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

（２）　併設型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

１月につき
＋２００単位
※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合

は、１月につき
＋１００単位

1日につき
＋１２単位

1日につき
＋５６単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

1日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

（一）　併設型介護予防短期入所
　　生活介護費（Ⅰ）
　　<従来型個室>

指定短期入
所事業所が行

う場合
×９２/１００

１日につき
＋１３単位（二）　併設型介護予防短期入所

　　生活介護費（Ⅱ）
　　<多床室>

ロ　ユニット型
 　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

（一）　単独型ユニット型介護予防
    短期入所生活介護費（Ⅰ）
    <ユニット型個室>

×９７／１００

（二）　単独型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型個室的多床室>

（２）　併設型
 ユニット型
 介護予防短期
 入所生活
 介護費

ヘ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×８３／１０００）

（一）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予防
　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　<ユニット型個室的多床室>

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の
合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×６０／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　（1月につき　＋所定単位×３３／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　（１月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ホ　サービス提供体制強化
　　加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
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７　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は言
語聴覚士の員数
が基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

夜勤職員配置
加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

在宅復帰・在宅
療養支援機能
加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅
療養支援機能
加算（Ⅱ）

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 578 単位）

要支援２ （ 719 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 759 単位）

要支援１ （ 611 単位）

要支援２ （ 765 単位）

要支援１ （ 658 単位）

要支援２ （ 813 単位）

要支援１ （ 582 単位）

要支援２ （ 723 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 774 単位）

要支援１ （ 582 単位）

要支援２ （ 723 単位）

要支援１ （ 619 単位）

要支援２ （ 774 単位）

要支援１ （ 566 単位）

要支援２ （ 705 単位）

要支援１ （ 599 単位）

要支援２ （ 750 単位）

要支援１ （ 621 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 666 単位）

要支援２ （ 823 単位）

要支援１ （ 621 単位）

要支援２ （ 778 単位）

要支援１ （ 666 単位）

要支援２ （ 823 単位）

要支援１ （ 649 単位）

要支援２ （ 806 単位）

要支援１ （ 649 単位）

要支援２ （ 806 単位）

要支援１ （ 649 単位）

要支援２ （ 806 単位）

要支援１ （ 649 単位）

要支援２ （ 806 単位）

要支援１ （ 609 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 609 単位）

要支援２ （ 762 単位）

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×２９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×１６／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　　　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（４）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５７単位を加算）

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

（三）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

（四）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　＜ユニット型特別介護老人保健施設
　　　予防短期入所療養介護費＞

注　特別療養費

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜従来型個室＞【在宅強化型】

ｃ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋３４単位

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞【療養型】

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

（四）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　＜特別介護老人保健施設
　　　予防短期入所療養介護費＞

（２）　ユニット型介護老人
　　保健施設介護予防
　　短期入所療養介護費
　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞【基本型】

b　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（５）　緊急時施設療養費

（一）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

療養型老健の場合
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

（二）　特定治療

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　　　　（1月につき　＋所定単位×３９／１０００）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

1日につき
＋４６単位

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞【療養型】

ａ　介護老人保健施設介護
  予防短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞

ｂ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｄ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　＜多床室＞【在宅強化型】

×７０／１００

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

1日につき
＋３４単位

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

１日につき
＋２４単位

×７０／１００

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【療養型】

基本部分

注

（１）　介護老人保健施設
　　介護予防短期入所
　　療養介護費
　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

ａ　介護老人保健施設介護
　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞【基本型】

×９７／１００
片道につき

　＋１８４単位

1日につき
＋４６単位

1日につき
＋４６単位

×９７／１００

１日につき
＋２４０単位

1日につき
＋３４単位

1日につき
＋４６単位

1日につき
＋３４単位

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２４０単位
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　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められ
た医師の員数
に60/100を乗
じて得た数未
満である場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４９
条の規定が適
用されている場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 523 単位）

要支援２ （ 657 単位）

要支援１ （ 551 単位）

要支援２ （ 685 単位）

要支援１ （ 541 単位）

要支援２ （ 675 単位）

要支援１ （ 579 単位）

要支援２ （ 734 単位）

要支援１ （ 612 単位）

要支援２ （ 767 単位）

要支援１ （ 600 単位）

要支援２ （ 755 単位）

要支援１ （ 492 単位）

要支援２ （ 617 単位）

要支援１ （ 507 単位）

要支援２ （ 632 単位）

要支援１ （ 550 単位）

要支援２ （ 696 単位）

要支援１ （ 568 単位）

要支援２ （ 714 単位）

要支援１ （ 476 単位）

要支援２ （ 594 単位）

要支援１ （ 534 単位）

要支援２ （ 674 単位）

要支援１ （ 532 単位）

要支援２ （ 666 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 744 単位）

要支援１ （ 532 単位）

要支援２ （ 666 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 744 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 633 単位）

要支援２ （ 790 単位）

要支援１ （ 623 単位）

要支援２ （ 780 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 633 単位）

要支援２ （ 790 単位）

要支援１ （ 623 単位）

要支援２ （ 780 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

要支援１ （ 605 単位）

要支援２ （ 762 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

基本部分

注

（１）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　病院療養
  病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護＜6:1＞
　介護＜4:1＞

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－２５単位

片道につき
＋１８４単位

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜療養機能強化型Ａ＞
　＜従来型個室＞

ｃ.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅲ）
　＜療養機能強化型Ｂ＞
　＜従来型個室＞

ｄ.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅳ）
　＜多床室＞

ｅ.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅴ）
　＜療養機能強化型Ａ＞
　＜多床室＞

ｆ.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅵ）
　＜療養機能強化型Ｂ＞
　＜多床室＞

a.病院療養病床経過型介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞

×９７／１００

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

－１２単位

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

１日につき
＋１２０単位

（一）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

 看護＜6:1＞
 介護＜4:1＞

a.病院療養病床経過型介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞

b.病院療養病床経過型介護予防
　短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜多床室＞

（二）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護＜8:1＞
　介護＜4:1＞

（二）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護＜6:1＞
　介護＜5:1＞

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
 ＜療養機能強化型＞
　＜従来型個室＞

c.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅲ）
　＜多床室＞

d.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅳ）
　＜療養機能強化型＞
　＜多床室＞

×９０／１００

b.病院療養病床経過型介護予防
  短期入所療養介護費（ⅱ）
  ＜多床室＞

（四）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（五）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）
　＜療養機能強化型Ａ＞
　＜ユニット型個室的多床室＞

（六）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅵ）
　＜療養機能強化型Ｂ＞
　＜ユニット型個室的多床室＞

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

b.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（２）　病院療養
　病床経過型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（二）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　＜療養機能強化型Ａ＞
　＜ユニット型個室＞

（三）　病院療養
　病床介護予防
　短期入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護＜6:1＞
　介護＜6:1＞

a.病院療養病床介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
  ＜従来型個室＞

×７０／１００ ×９０／１００

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（6）　認知症
　専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

（３）　ユニット型
　病院療養病床
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

（４）　ユニット型
　病院療養病床
　経過型介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（三）　ユニット型病院療養病床
　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　＜療養機能強化型Ｂ＞
　＜ユニット型個室＞

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制
　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（９）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）
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ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

食堂を有しない
場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ 507 単位）

要支援２ （ 637 単位）

要支援１ （ 534 単位）

要支援２ （ 664 単位）

要支援１ （ 525 単位）

要支援２ （ 655 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 715 単位）

要支援１ （ 596 単位）

要支援２ （ 747 単位）

要支援１ （ 585 単位）

要支援２ （ 736 単位）

要支援１ （ 451 単位）

要支援２ （ 563 単位）

要支援１ （ 514 単位）

要支援２ （ 649 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 607 単位）

要支援２ （ 760 単位）

要支援１ （ 589 単位）

要支援２ （ 742 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 769 単位）

要支援１ （ 607 単位）

要支援２ （ 760 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

（１）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

（一）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護<6：1>
　介護<6：1>

a.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

×７０/１００
診療所設備基

準減算
－６０単位

－２５単位
１日につき

＋２００単位
（７日間を限度）

（二）　診療所
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護・介護
　<3：１>

１日につき
＋１２０単位

片道につき
　＋１８４単位

b.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<従来型個室>
ｃ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<従来型個室>

ｄ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅳ）
　<多床室>

ｅ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<多床室>
ｆ.診療所介護予防短期
　入所療養介護費（ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<多床室>

a.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅰ）
　<従来型個室>

ｂ.診療所介護予防短期
 入所療養介護費（ⅱ）
　<多床室>

（２）　ユニット型
　診療所介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅰ）
　<ユニット型個室>

×９７／１００

（二）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅱ）
　<療養機能強化型Ａ>
　<ユニット型個室>
（三）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅲ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　<ユニット型個室>

（四）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅳ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（五）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅴ）
　<療養機能強化型Ａ>
　＜ユニット型個室的多床室＞
（六）　ユニット型診療所介護予防短期
　入所療養介護費（Ⅵ）
　<療養機能強化型Ｂ>
　＜ユニット型個室的多床室＞

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（４）　認知症専門ケア加算

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）
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ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じ
て得た数未満の
場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ 813 単位）

要支援２ （ 974 単位）

要支援１ （ 919 単位）

要支援２ （ 1,074 単位）

要支援１ （ 750 単位）

要支援２ （ 919 単位）

要支援１ （ 808 単位）

要支援２ （ 998 単位）

要支援１ （ 728 単位）

要支援２ （ 892 単位）

要支援１ （ 786 単位）

要支援２ （ 971 単位）

要支援１ （ 716 単位）

要支援２ （ 876 単位）

要支援１ （ 773 単位）

要支援２ （ 955 単位）

要支援１ （ 656 単位）

要支援２ （ 817 単位）

要支援１ （ 763 単位）

要支援２ （ 918 単位）

要支援１ （ 564 単位）

要支援２ （ 725 単位）

要支援１ （ 622 単位）

要支援２ （ 804 単位）

要支援１ （ 939 単位）

要支援２ （ 1,095 単位）

要支援１ （ 939 単位）

要支援２ （ 1,095 単位）

要支援１ （ 832 単位）

要支援２ （ 1,024 単位）

要支援１ （ 832 単位）

要支援２ （ 1,024 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

注

（１）　認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
（１日につき）

大
学
病
院

（一）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

　看護＜3：1＞
　介護＜6：1＞

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

×７０／１００

×７０／１００ ×９０／１００

片道につき
　＋１８４単位

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

　看護＜4：1＞
　介護＜4：1＞

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（三）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅲ）

　看護＜4：1＞
　介護＜5：1＞

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（四）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅳ）

　看護＜4：1＞
　介護＜6：1＞

×９０／１００ ×９０／１００

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（五）　認知症疾患
　型介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅴ）

　経過措置型

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

b.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅱ）
　＜多床室＞

（２）　認知症
　疾患型経過
　型介護予防
　短期入所
　療養介護費
　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型
　   介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
   　＜従来型個室＞

（二）　認知症疾患型経過型
　   介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　   ＜多床室＞

（３）　ユニット
　型認知症
　疾患型介護
　予防短期
　入所療養
　介護費
　（１日につき）

大
学
病
院

（一）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅰ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９７／１００

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　認知症疾患型
　介護予防短期
　入所療養
　介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

b.ユニット型認知症疾患型
　介護予防短期入所療養
　介護費　（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

－１２単位

×９０／１００

a.認知症疾患型介護予防短期
　入所療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

×７０／１００

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）
（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）
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　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合 又

は

医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
に満たない場
合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

療養環境の基
準(廊下）を満
たさない場合

療養環境の基
準（療養室）を
満たさない場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ 576 単位）

要支援２ （ 710 単位）

要支援１ （ 637 単位）

要支援２ （ 792 単位）

要支援１ （ 566 単位）

要支援２ （ 700 単位）

要支援１ （ 625 単位）

要支援２ （ 780 単位）

要支援１ （ 550 単位）

要支援２ （ 684 単位）

要支援１ （ 609 単位）

要支援２ （ 764 単位）

要支援１ （ 549 単位）

要支援２ （ 672 単位）

要支援１ （ 610 単位）

要支援２ （ 754 単位）

要支援１ （ 533 単位）

要支援２ （ 656 単位）

要支援１ （ 594 単位）

要支援２ （ 738 単位）

要支援１ （ 522 単位）

要支援２ （ 645 単位）

要支援１ （ 583 単位）

要支援２ （ 727 単位）

要支援１ （ 523 単位）

要支援２ （ 650 単位）

要支援１ （ 579 単位）

要支援２ （ 726 単位）

要支援１ （ 498 単位）

要支援２ （ 615 単位）

要支援１ （ 556 単位）

要支援２ （ 693 単位）

要支援１ （ 658 単位）

要支援２ （ 815 単位）

要支援１ （ 658 単位）

要支援２ （ 815 単位）

要支援１ （ 648 単位）

要支援２ （ 805 単位）

要支援１ （ 648 単位）

要支援２ （ 805 単位）

要支援１ （ 672 単位）

要支援２ （ 818 単位）

要支援１ （ 672 単位）

要支援２ （ 818 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 765 単位）

要支援１ （ 616 単位）

要支援２ （ 765 単位）

要支援１ （ 641 単位）

要支援２ （ 779 単位）

要支援１ （ 641 単位）

要支援２ （ 779 単位）

　：　「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※　（３）及び（６）を適用する場合には、（※２）を適用しない。

基本部分

注

（１）Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（一)　Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅰ）

a.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

－２５単位 ×７０／１００ －２５単位 －２５単位

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

１日につき
＋２００単位
（７日間を

限度）

１日につき
＋１２０単位

片道につき
＋１３４単位

b.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

 b.ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

×７０／１００

b.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

×９０／１００

×９０／１００

（二）Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅱ）

a.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

b.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（三）Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅲ）

a.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

a.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

b.Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（２）Ⅱ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（一)　Ⅱ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅰ）

a.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

b.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（二)　Ⅱ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅱ）

a.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　＜従来型個室＞

b.Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（三）Ⅱ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅲ）

（３）特別介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（一）Ⅰ型特別
　介護医療院
　介護予防
　短期入所
　療養介護費

a.Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

×９０／１００

b.Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（二）Ⅱ型特別
　介護医療院
　介護予防
　短期入所
　療養介護費

a.Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅰ）

　＜従来型個室＞

b.Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
 　療養介護費（ⅱ）

　＜多床室＞

（ニ)　ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（４）ユニット型
　Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（一）ユニット型
　Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅰ）

 a.ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９７／１００

 b.ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（二）ユニット型
　Ⅰ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
　（Ⅱ）

 a.ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

×９０／１００

 b.ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

イ　緊急時治療管理
（1月に1回3日を限度に､1日につき５１１単位を算定）

ロ　特定治療

（５）ユニット型
　Ⅱ型介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（６）ユニット型
　特別介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費
（１日につき）

（一）ユニット型
　Ⅰ型特別介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費

 a.ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

 b.ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅱ）
　＜ユニット型個室的多床室＞

（二)　ユニット型
　Ⅱ型特別介護
　医療院介護
　予防短期入所
　療養介護費

 a.ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防
  短期入所療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

（一)　ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　療養介護費（ⅰ）
　＜ユニット型個室＞

注
所定単位は、（１）から（1１）までにより算定した
単位数の合計

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１８単位を加算）
（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（７）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1回につき　８単位を加算（１日に３回を限度））

（８）　緊急時施設診療費

（９）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）
（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

注

（１０）　特別診療費　（※２）

（１１）　サービス提供体制
　　　強化加算

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（１２）　介護職員処遇改善加算
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